
記入例

<必要書類>

①婚姻届2通
② 婚姻証明書（Marriage Certificate) 原本1通 コピー1通
③ 配偶者の国籍証明(a,b 何れか）2通

a)旅券写し（原本の提示が必要です）
※婚姻成立時および届出時の両方の時点で有効なもの。
途中で切り替えした場合は、新旧両方の旅券。
b)出生証明書 原本1通 コピー1通
※カナダなど出生地主義の国で出生した場合のみ。

④ （②,③）の和訳文各2通
（「訳者○○○○」と署名する）

⑤日本のパスポート（郵送の場合はコピー）
⑥日本人のカナダでの滞在資格を証明する資料
（郵送の場合はコピー）

《注意事項》
（１）訂正をする場合は、訂正箇所を棒線
で消去してください。修正液、修正テープ
はご使用にならないようお願い致します。
（２）婚姻届右側の「証人」部分は記入不
要です。
（３）外国人氏名のファーストネームとミド
ルネームの間に点（・）やハイフン（-）等の
記号は使用しないでください。
（４）日本人の生年月日は和暦で書いてく
ださい。
（５）署名は戸籍通り楷書体で書いてくださ
い。
（６）次男、次女の場合は、「二」男、「二」
女とお書きください。

当事者の一方が
外国人の場合は、
ここのチェックは
必要ありません。

在モントリオール日本国

６ 2 15

カーティス
マークデービッド

ジョン 外務 花子

がいむ はなこ

1990 5 13 平成 ３ 2 1

カナダ国ケベック州モントリオール市

カーティス、マークデイビッドジョン

カナダ国
東京都台東区上野

外務三郎

カーティス、ジョン
ディオン、マリー 二

外務三郎
幸子 長

東京都台東区上野桜木町1丁目32 4

ﾍﾞﾙﾀﾞﾝ区メルローズ通り300番地

左に同じ

2021            2

✔ ✔2017      8      10 

✔

✔

事務職 無職

外務花子

1-514-123-5589

桜木町1丁目32 4

６ 1      10    カナダ国ケベック州 ケベック州担当官
及び同和訳文を添付する。

<必要に応じて記入＞
夫の旅券写しにはｶｰﾃｨｽ, ﾏｰｸﾃﾞﾋﾞｯﾄﾞとなっているが，婚姻証明書記載の名ｶｰﾃｨｽ, 
ﾏｰｸﾃﾞﾋﾞｯﾄﾞｼﾞｮﾝが正式名のため，戸籍には同正式名を届け出る。
（提出書類の氏名が同一でない場合）

← お忘れのないようご記入下さい。

外国人の氏名（父
母の氏名の含む）
は､ラストネーム、
ファーストネーム
ミドルネームの順
にカタカナで記載
して下さい。

新本籍は､日本国
内の好きなところ
に設けることがで
きます。もし､従前
の本籍地と違うと
ころに本籍を設け
る場合は，事前に
市区町村役場に
正確な地名・番地
をご確認下さい。

当地方式で結婚する場合
（夫が外国人, 妻が日本人）
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